
土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 

第 1  土地改良工事積算基準等の適用基準
５．前項 2、3にかかわらず次のとおり運用する。
（3）間接工事費等を調整する場合の取扱い
随意契約方式が妥当と判断される場合は、平成 29年 3月 17日付、28農検第 1033号で通知の「農林水産部
発注工事における間接工事費等の調整について」（参考資料－1）によるものとする。

（4）土地改良工事積算基準（土木工事）別表 3、現場管理費率の補正値、及び共通仮設、別表 3、共通仮設費率の
補正値の運用

  ア． 削除

  イ． 削除

  ウ． 削除

ア．山間僻地とは、

：施工地域が人事委員会規則における特地勤務手当・へき地手当を支給するために指定した地区、及びこれ

に準ずる地区。

山間僻地該当地区：岡崎市のうち旧額田町、豊田市のうち旧旭町、旧足助町、旧稲武町、旧小原村、旧下

山村、設楽町、東栄町、豊根村、新城市のうち旧鳳来町、旧作手村

（5）削除

（5）土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準 運搬費の算定 4建設機械等の運搬基地は別紙表 1とする。

資料－３ 「農林水産部（農地林務関係）設計材料単価決定要領及び運用の改正について」

最新版へ差し替え
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第 1  土地改良工事積算基準等の適用基準
５．前項 2、3にかかわらず次のとおり運用する。
（3）近接して工事を発注する場合の取扱い
近接して工事を発注する場合は、平成 23年 6月 24日付、23農検第 215号で通知の「近接し工事を発注する
場合の間接工事費等の調整について」（参考資料－1）によるものと

（4）土地改良工事積算基準（土木工事）別表 3、現場管理費率の補正値、及び共通仮設、別表 3、共通仮設費率の
補正値の運用

ア．注 1）市街地（ＤＩＤ）に準ずる地区とは、
：市街地（ＤＩＤ）地区に工事区域の一部が掛かった場合、ＤＩＤ地区外区域についてもＤＩＤ地区に準ず

るとして、工事 1件全体を同一補正する。
ただし、工事区域が分かれている場合、路線が別となる場合は区域、路線毎で判断し、対象金額の大きい方

を適用する。

イ．注 2）①一般交通の影響を受ける場合とは、
：一般車両等の通行により、一時的に作業を中断、あるいは一般車両等の通行のため切換等が必要で一連の

作業が連続して出来ない等、作業効率が落ちる場合とする。

ウ．注 2）②地下埋設物件の影響を受ける場合とは、
：重機械の作業範囲内で縦断方向に地下埋設物があり保護のため、作業効率が落ちる場合とする。

エ．山間僻地とは、

：施工地域が人事委員会規則における特地勤務手当・へき地手当を支給するために指定した地区、及びこれ

に準ずる地区。

山間僻地該当地区：岡崎市のうち旧額田町、豊田市のうち旧旭町、旧稲武町、旧小原村、旧下山村、設楽町、

東栄町、豊根村、新城市のうち旧鳳来町、旧作手村

（5）土地改良事業等請負工事積算基準第 5の 2の（3）、及び共通仮設、第 3の 2適用
：当分の間「設計変更における補正は原則として行わない」ものとする。

ただし、万一変更で補正しようとする場合は、本庁事業担当と協議するものとする。

（6）土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準 運搬費の算定 4建設機械等の運搬基地は別紙表 1とする。
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 

第５ 参 考 資 料

   資料－1 
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第５ 参 考 資 料
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 

P32～35 ページ数繰上げ
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 農林水産部（農地林務関係）設計材料単価決定要領（新） 改定前 農林水産部（農地林務関係）設計材料単価決定要領（旧）

第 1章 総則 

（総則）       

第１条 （省略） 

（設計材料単価の構成） 

第２条 （省略） 

  第２章 使用優先順位 

（使用優先順位） 

第３条 設計材料単価の使用優先順位は、原則下記による。 

１位 設計単価 

   ２位 物価資料単価 

   ３位 特別調査単価 

   ４位 検討資料単価 

   ５位 個別見積単価 

  第３章 設計単価 

（設計単価） 

第４条 （省略） 

（設計単価の制定） 

第５条 （省略） 

第４章 その他の設計材料単価 

（物価資料単価） 

第６条 物価資料単価は、物価資料に掲載されている価格の平均値（平均値の有効桁は価格の有効桁の大きい方の

桁を決定額の有効桁とし、有効桁以降は切り捨てるものとする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のと

きは、決定額の有効桁は３桁とする。）を採用するものとする。なお、一方の資料にしか掲載されていない

場合は、その掲載価格をもって決定するものとする。ただし、公表価格として掲載されている価格は、メー

カー等の希望販売価格であり、実勢取引価格と異なるため採用しないものとする。 

（特別調査単価） 

第７条 （省略） 

第 1章 総則 

（総則）       

第１条 この要領は、愛知県農林水産部の農地林務関係における工事価格積算等に必要な設計材料等の単価（以下、

「設計材料単価」という。）の決定方法及び決定された単価の取扱いについて定めるものとする。 

（設計材料単価の構成） 

第２条 設計材料単価は、次の各号に掲げるものをもって構成するものとする。 

一 愛知県農林水産部（農地林務関係）設計単価（以下、「設計単価」という。） 

二 （一財）建設物価調査会が出版する「建設物価」「土木コスト情報」「建築コスト情報」等及び（一財）

経済調査会が出版する「積算資料」「土木施工単価」「建築施工単価」等（以下、「物価資料」という。）を

参考に定める単価（以下、「物価資料単価」という。） 

三 市場での取引の実例に基づく価格及び価格の変動状況を適切に把握することのできる専門的な機関（以

下、「物価調査機関」という。）に価格実態調査を委託して定める単価（以下、「特別調査単価」と   いう。）

四 建設部の定める単価表を参考に定める単価（以下、「検討資料単価」という。） 

五 個別見積単価 

  第２章 使用優先順位 

（使用優先順位） 

第３条 設計材料単価の使用優先順位は下記による。 

１位 設計単価 

   ２位 物価資料単価 

   ３位 特別調査単価 

   ４位 検討資料単価 

   ５位 個別見積単価 

  第３章 設計単価 

（設計単価） 

第４条 設計単価は、次の各号に掲げるものをもって構成し、決定方法は当該各号に定めるところによる。 

一 機械損料は、土地改良事業等請負工事機械経費算定基準又は森林整備保全事業建設機械経費積算要領

（以下、「機械経費算定基準等」という。）により定める。なお、機械経費算定基準等のうち、設計単価と

して示さないものであっても、設計単価に準じた取扱いとする。 

二 労務単価は、公共事業労務費調査連絡協議会（農林水産省・国土交通省）で決定された基準額、及び設

計業務委託等技術者単価など農林水産省から参考通知されるものにより定める。 

三 材料単価は、主に前年度使用実績のあった設計材料のうち、本庁で設計材料単価調査し決定したもの及

び物価資料を参考に決定したものにより定める。 

（設計単価の制定） 

第５条 農林水産部長（以下、「部長」という。）は、前条により選定された設計材料について毎年度設計単価を制

定するものとし、その制定時期は別に定める。 

２  部長は、当該材料の価格変動により、設計単価の改定が必要と判断される場合、設計単価の改定を行うも

のとする。 

第４章 その他の設計材料単価 

（物価資料単価） 

第６条 物価資料単価は、物価資料に掲載されている価格の平均値（平均値の有効桁は価格の有効桁の大きい方の

桁を決定額の有効桁とし、有効桁以降は切り捨てるものとする。ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のと

きは、決定額の有効桁は３桁とする。）を採用するものとする。なお、一方の資料にしか掲載されていない

場合は、その掲載価格をもって決定するものとする。ただし、公表価格は採用しないものとする。 

（特別調査単価） 

第７条 特別調査単価の調査方法、調査時期等必要な事項については、部長が別に定める。 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 

（個別見積単価） 

第８条 個別見積単価は、メーカー・商社・問屋並びに特約店等から見積りを徴収したものにより決定するものと

する。見積りを徴収する場合は、形状寸法、品質、規格、数量及び納入時期・場所等の設計条件となる仕様

を指示し、見積り依頼を行う。 

見積は原則として５社以上から実勢取引価格を徴収するものとし、見積単価の決定方法は、次のとおりと

する。 

（１） （省略） 

（２） （省略） 

（３） （省略） 

（４） （省略）

第５章 その他 

（その他） 

第９条 （省略） 

第１０条 （省略） 

（附則） 

    この要領は、平成１５年 ４月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１７年 ７月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１８年 ４月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１８年 ７月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１９年 ７月 １日から実施する。

（附則） 

  この要領は、平成２６年 ７月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成２９年 ９月 １日から実施する。 

（個別見積単価） 

第８条 個別見積単価は、メーカー・商社・問屋並びに特約店等から見積りを徴収したものにより決定するものと

する。見積りを徴収する場合は、形状寸法、品質、規格、数量及び納入時期・場所等の設計条件となる仕様

を指示し、見積り依頼を行う。 

見積は原則として５社以上から徴収するものとし、見積単価の決定方法は、次のとおりとする。 

（１）土木工事における一般資材見積単価の決定方法 

異常値を排除した平均値とし（異常値とは見積りの平均価格に対し３０％以上の差異があるものをい

う。以下同様。）、採用単価の有効桁は第６条と同様とする。 

（２）施設機械工事における資材見積単価の決定方法 

ア 見積価格の最低額とする。 

  ただし、最低額が異常値の場合は、見積業者に対して見積条件で示した見積仕様（設計材料の形状寸

法、品質、規格、強度、納入場所等）及び図面に適合しているか確認を行ったうえで採用するものとす

る。 

イ 特殊でかつ高価な資材を扱う場合は、見積りを充分検討し、採用に当っては事前に本庁担当課と協議

する。

（３）建築工事における資材見積単価の決定方法 

見積価格の最低額とする。 

（４）「類似品」の単価決定

「類似品」を合わせて見積り依頼し単価決定する場合は、市場性（一般的に製造され、かつ市場に流通

しているもの）を加味した上で以下によりスライドすることができる。 

※採用単価＝見積り額×スライド（Ａ） 

スライド率（Ａ）＝直近類似品の掲載単価／直近類似品の見積単価 

  注）1.スライド率＜１とする。 

    2.スライド率の有効数字は小数点以下３桁とし、４桁目を四捨五入する。 

3.掲載単価とは「設計単価」及び「物価資料」に掲載されている単価である。 

4.スライドは同一資材（荷重等条件が同一）で規格違いに適用する。 

5.見積り額及び見積単価は、第８条（個別見積単価）により決定した単価を採用する。なお、

この場合、見積りは１社以上とする。 

第５章 その他 

（その他） 

第９条 本庁で定める設計材料単価の決定及び改定に関する事務処理は、農林検査課において行う。 

第１０条 本要領の運用については、部長が別に定めるところによる。 

（附則） 

    この要領は、平成１５年 ４月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１７年 ７月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１８年 ４月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１８年 ７月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成１９年 ７月 １日から実施する。 

（附則） 

  この要領は、平成２６年 ７月 １日から実施する。 
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土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後農林水産部（農地林務関係）設計材料単価決定要領の運用（新） 改定前農林水産部（農地林務関係）設計材料単価決定要領の運用（旧）

（総則）       

第１条 （省略） 

（特別調査単価の調査方法及び調査時期） 

第２条 要領第７条にいう特別調査単価の調査方法及び調査時期は下記による 

 一 調査方法 

   １ 調査対象 

物価調査機関に委託する対象資材は、原則として設計書１件毎に同一規格の合計額が

１００万円以上になると想定される土木工事一般資材とする。なお、同一市町村内の複

数工事で同一規格の資材を使用する場合は、その合計額とする。

      これ以下の少額のものについては、各事務所で見積りを取る。 

      ＊補足説明：土木工事一般資材とは通常考えられる調査可能な資材で、 

例えば集排・建築・施設機械工事も含む。

   ２ 調査手続 

    １） （省略） 

    ２）部長は、調査を物価調査機関に委託する。 

３） （省略） 

  二 調査時期（予定）     

区 分 依頼時期 調査時期 結果通知 適 用 日 備 考 

第１回 ２月末日 ６月初旬 ６月下旬 結果通知日以降 ７月制定使用材含む

第２回 ６月末日 ９月初旬 ９月下旬 結果通知日以降

第３回 11 月末日 ３月初旬 ４月下旬 結果通知日以降 

大型補正予算に係る工事発注等で臨時に特別調査が必要となった場合は、上表とは別に物

価調査機関に委託できるものとする。この場合、部長は、依頼時期等を定め、農林水産事務

所長（本庁にあっては事業担当課長）に調査の実施を通知する。 

   三 その他

     上記調査時期以外に特別調査が必要となった場合は、農林水産事務所長は物価調査機関

に委託できるものとする。

なお、工程上等の理由により、やむを得ず特別調査ができない場合は、個別見積単価を使

用することができる。その場合は、本庁担当課と協議し、理由を明確にしておくとともに、

見積結果の妥当性を充分検討しなければならない。

（設計単価の区分）

第３条 （省略） 

（総則）       

第１条 本運用は、農林水産部（農地林務関係）設計材料単価決定要領（以下、「要領」という。）に

基づき、必要な細目について定めるものである。 

（特別調査方法及び調査時期） 

第２条 要領第７条にいう特別調査方法及び調査時期は下記による。 

   一 調査方法 

    １ 調査対象 

      調査機関に委託する対象資材は、原則として設計書１件毎に同一規格の合計額が  １

００万円以上になると想定される土木工事一般資材とする。 

      これ以下の少額のものについては、各事務所で見積りを取る。 

      ＊補足説明：土木工事一般資材とは通常考えられる調査可能な資材で、 

            例えば集排・建築・施設機械工事も含む。 

    ２ 調査手続 

     １）農林水産事務所長（本庁にあっては事業担当課長）は、調査を依頼する場合は、農林

水産部長（以下、「部長」という。）に依頼書（別紙様式－１）を提出する。 

     ２）部長は、調査を調査機関に委託する。 

     ３）部長は、結果を依頼者に通知する。 

   二 調査時期（予定） 

区 分 依頼時期 調査時期 結果通知 適 用 日 備 考 

第１回 ２月末日 ６月初旬 ６月下旬 結果通知日以降 ７月制定使用材含む

第２回 11 月末日 ３月初旬 ４月下旬 結果通知日以降 

大型補正予算に係る工事発注等で臨時に特別調査が必要となった場合は、上表とは別に調

査機関に委託できるものとする。この場合、部長は、依頼時期等を定め、農林水産事務所長

（本庁にあっては事業担当課長）に調査の実施を通知する。

   三 その他

     上記調査時期以外に特別調査が必要となった場合は、農林水産事務所長は調査機関に委託

できるものとする。

（設計単価の区分）

第３条 設計単価のうち、地域ごとに定める単価（以下、「地区資材単価」という。）は、原則として

施工ヵ所が属する市町村の地区資材単価を適用する。 ただし、地区資材単価をそのまま適用
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改定後 改定前 

（設計単価の制定時期） 

第４条 （省略） 

（設計単価の改定） 

第５条 （省略） 

（決裁） 

第６条 （省略） 

（消費税） 

第７条 （省略） 

（附則） 

    この運用は、平成１５年 ４月 １日から実施する。 

（附則）

  この運用は、平成１７年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成１８年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成１９年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成２６年 ７月 １日から実施する。

  ただし、平成２６年度の設計単価は平成２６年３月に行った調査に基づき決定する。

（附則）

  この運用は、平成２８年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成２８年１０月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成２９年 ９月 １日から実施する。

することが著しく適正を欠く恐れのある場合は、充分検討の上、隣接地域の設計単価を適用すること

ができるものとする。 

なお、その場合は事前に本庁担当課と協議しなければならない。 

（設計単価の制定時期） 

第４条 設計単価は、毎年６月に行った調査に基づいて価格を決定し、７月 1日を適用日として制定
する。

（設計単価の改定） 

第５条 要領第５条２にいう設計単価の改定が必要と判断される場合とは、各月１日時点で、資材単

価等が変動する場合とする。 

（決裁） 

第６条 要領第８条により個別見積単価を決定する場合、見積徴収課内決裁により見積り依頼先及び

単価の決定を行うものとする。 

（消費税） 

第７条 特別の場合を除き、要領に基づいて使用する材料等の単価は、消費税額を含まない単価とす

る。 

（附則） 

    この運用は、平成１５年 ４月 １日から実施する。 

（附則）

  この運用は、平成１７年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成１８年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成１９年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成２６年 ７月 １日から実施する。

  ただし、平成２６年度の設計単価は平成２６年３月に行った調査に基づき決定する。

（附則）

  この運用は、平成２８年 ７月 １日から実施する。

（附則）

  この運用は、平成２８年１０月 １日から実施する。
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改定後 改定前 

P49以降削除

16

49



土地改良工事標準積算基準（積算シリーズＡ）新旧対照表 

改定後 改定前 
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